
 

 

 

 

高度救命救急センターの指定について 

 

 このたび、当院は平成２９年８月３１日付けで島根県より高度救命救急センタ

ーの指定を受けましたので、お知らせします。 

 

１ 概要 

（１）高度救命救急センターとは、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての

重篤な救急患者を２４時間体制で受け入れる従来の救命救急センターの役割

に加え、広範囲熱傷・指肢切断・急性中毒等の特殊疾病患者に対する救命医

療を行うために必要な相当高度な診療機能を有するものです。 

 

（２）当院は、山陰両県で初、中四国地方では７番目の高度救命救急センターと

して指定されました。 

 

  救命救急センター 

  
 

うち、高度救命救急センター 

施設数 288 39 

  うち、中四国地方の施設数 35 7 

整備している都道府県数 47 29 

  うち、中四国地方の県数 9 6 

  ※数には当院指定分が含まれます。 

 

（３）当院はこれまでも、ドクターヘリ基地病院、基幹災害拠点病院、県内唯一

の総合周産期センターとして、あらゆる患者の受け入れに努めてまいりまし

た。 

 

（４）引き続き県の保健医療計画に沿って、全県を対象とした三次救急医療機能

（※１）を担うため、ハイブリッド型手術室（※２）の整備、救命救急医の

育成などハード・ソフトの両面から一層の救急医療機能の充実に取り組んで

まいります。 

 

２ 沿革（～現在） 

  昭和５５年 第３次救命救急センターに指定 

  平成 ８年 基幹災害医療センター(平成２５年～基幹災害拠点病院)に指定 

  平成１７年 総合周産期母子医療センターに指定 

  平成２３年 島根県ドクターヘリ基地病院として運航開始  

 

平成２９年８月３１日 
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  ※１ 一次救急 … 外来で対処しうる帰宅可能な軽症患者の方に対応する救急医療  

     二次救急 … 入院治療や手術を必要とする中等症患者の方に対応する救急医療  

     三次救急 … 初期、第二次救急では対応が不可能な生命に危険が及ぶ重症・重篤疾

患や多発外傷などの患者の方に対する救急医療 

※２ ハイブリッド型手術室 … 手術室と血管撮影室という２つの異なる治療室を一つ

にした手術室。それぞれ別の場所に設置されていた機器を

組み合わせることで、より高度な治療が可能となり、心筋

梗塞や脳梗塞など血管疾患の治療に有効です。 

 

 


